
記名人からのお願い覧（署名録などの添付書類やその他の添付書類がある際には記入してください。）�

　愛護動物は命あるものであることにかんがみ、人との共生に配慮するとの法の精神のもとで、愛護動物
行政推進の為の御尽力に有り難く厚く御礼申し上げます。�
　また、「動物の保護及び管理に関する法律（昭和48年）」が「動物の愛護及び管理に関する法律」と改
正されるに至り、都道府県や政令市、各市区町村などでは動物に関する条例等の見直しや制定が推進され
ていることと思います。�
　昭和48年に法令や法の措置要項通知などが運用されてからは「動物の生命尊重」あるいは「動物は命あ
るものであることにかんがみ」とされ「人は動物との共生に配慮する」との法の精神が施行されており、
動物の愛護あるいは保護及び管理に関して法の精神に準じた条例や措置が定められます。�
　しかし昭和48年以降の長い間には、法に準拠した愛護動物対策や措置が実行されず、行政の不作為のほ
か、一部では法を超えた措置も実行されるなどの結果、処遇に困窮する愛護動物が多数発生しています。
犬及びねこの取扱業や飼い主に対する、法に準拠した普及啓発のほか指導や規制、規則、監視、教育等の
適切な実行がなされないことに起因し、捨て犬ねこのほか、適切な飼養の継続等の処遇に困窮する愛護動
物が発生します。愛護動物が不適切に繁殖され、あるいは不適切に飼養される現象も如実です。飼い主や
動物取扱業などに対し「動物と人との共生に配慮する」ための適切な指導や普及啓発のほか、教育などが
なされないため、犬及びねこ等の愛護動物が遺棄され、殺傷され、給餌給水を怠り衰弱させる虐待犯罪な
どにとどまらず、犬及びねこの終生に渡る適正飼養を目的としない捕獲行為者などへの対策或いは処罰も
行われません。�
　これらの愛護動物対策は都道府県や政令市を始め、警察、消防、教育委員会などが互いに連係し実を結
ぶものであり、都道府県や政令市、及び市区町村等が一体となった適切な愛護動物行政の施策推進が切実
緊急に望まれるものです。�
　また、災害等は緊急突発に発生し「人命優先」ともいわれます。しかし「命ある動物」を擁護や保護管
理できるのは人間だけです。都道府県が定める災害基本法に添った計画や措置等に、愛護動物対策への配
慮をお願いいたします。緊急災害時に避難所に流用される公的な建造物には、平素の建設計画段階から動
物救護設備を併設するなどの措置、避難所とされる公設住宅などや公有地などでの平素からの動物との共
生計画、及び飼い主などに対する緊急災害時の動物救護措置の普及啓発などが望まれるものです。�
　以上法などに準拠した、適切な愛護動物行政の推進をお願いいたしますとともに、県内の各動物抑留施
設に引き取り又は収容した犬又はねこについては、飼養の継続、飼養希望者の発見に努める等生存の機会
を与える措置を実行し、致死処分動物をなくしてください。致死処分に供される費用を譲渡事業に転用す
ることで譲渡措置が実行できます。また、行政不作為の結果引き取りあるいは収容に供されている動物は、
「命あるものとされる愛護動物」に係わる法の精神に準拠した適切な行政措置が実行されることによりな
くなります。�
　民間の愛護動物支援団体やグループは、「命あるものとされる愛護動物」に対する法の精神に準拠する
都道府県等の措置が実行される際には協力し、万が一処遇に困窮する愛護動物が生じた際には、飼養の継
続や飼養希望者の発見の活動及び収容動物の介護活動に努めるものです。�
　尚、法改正時付帯決議に於ける、都道府県等に引き取られ収容に付される犬及びねこについての、事業
に供する活用などにおいての適切な配慮や措置は「飼養の継続、飼養希望者の発見に努める等生存の機会
を与える」措置などに限られるものであり、法が定める「愛護動物」に対する処遇の範囲を超えたその他
の措置の実行はできないものであり、終末処理に付された愛護動物に対してもまた同様です。�
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知事、政令市長、愛護動物行政ご担当職員さま�



賛同し署名いたします。�

知事殿　　　　　　　議会議長殿　　　　　　　教育委員会殿　警察本部長殿　消防局殿�

署名者からのお願い覧（添付書類がある際には書類名などを記入してください。）�

1. 愛護動物は命あるものであることにかんがみ、人と動物の共生に配慮してください。�

2. 動物愛護法及び政令や条例、そのほかの動物の法律の精神を尊んでください。�

3. 県内の各行政機関は連係し、動物の愛護あるいは保護及び管理に関する普及啓発に努め、�
　 指導や処罰、監視、教育を速やかに行ってください。�

4. 緊急災害時の基本対策には動物への適切な措置を盛り込んでください。�

5. 犬及びねこの収容施設では、終末処理施設に於ける致死処分施策を改善し、�
　 アニマルレスキューシェルターシステムを構築し実行してください。�

長い年月に及ぶ愛護動物施策の不作為が処遇困窮動物を生じさせています。命ある愛護動物の飼養の継続
に関して、緊急迅速に適切な措置の実行をお願いいたします。�
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